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一般財団法人日本電子部品信頼性センター技術情報（TR）
 RCJS-TR-5-2：2013 

 

静電気現象からの電子デバイスの保護－  

指針 

Protection of Electronic Devices from Electrostatic Phenomena -  

Guide 

 
序文 

この文書は，2007 年に第 1 版として発行された IEC 61340-5-2 (Edition1, Technical Report):2007

を翻訳し，JIS 様式に従って作成した一般財団法人日本電子部品信頼性センター技術情報（RCJS-TR）

である。技術的内容は、IEC 61340-5-2 の editon2 に向け検討されている 新情報を取り込み，変更

されている。 

 

なお，この RCJS-TR-5-2 で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項で

ある。変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 C に示す。また、注記 J は、原文には無く、

RCJS-TR-5-2 で追加した注記である。 

 

この TR は、静電気放電（ESD）からの静電気敏感性デバイス（ESDS）を保護する個人及び組織

のために作成した。この TR は、RCJS-5-1 に従って ESD 管理プログラムを開発、履行、監視するた

めに使用する指針（ガイド）である。この TR は、次の活動に適用する：人体モデル（HBM）で 100V

以上の静電気敏感性を持つ電気、または電子部品、組立品、装置製造、処理、組み立て、据え付け、

包装、ラベル付け、サービス、試験、検査、その他の取り扱いをする場合である。市場で、ESDS

の大多数が 100V HBM 以上の敏感性を持つので、RCJS-5-1 において 100 V HBM を、ESD 管理のベ

ースラインとなる敏感性しきい値として選定した。これより低い静電気敏感性を有するデバイスを

取り扱う場合、追加の管理が必要となるか、幾つかの ESD 管理用アイテムの技術的な管理限界値の

修正が必要になる。 

 

ESD 管理用アイテムの抵抗等の制限値は、100V HBM デバイス保護のために設計する ESD 管理

プログラムで規定されるものである。100 V の値は、RCJS-5-1 において規定している ESD 管理用ア

イテムを使用し、3.5×107Ω以下の抵抗を介して接地した作業員に発生する 大電位として予測さ

れている。 

 

RCJS-5-1 は、デバイス帯電モデル（CDM）放電による損傷に、静電界の 大値限界に基づいて、

ESD 保護区域（EPA）で使用する絶縁体に関する要求事項を規定している。この課題については、

この技術報告書の EPA の章で、より詳細な情報としてまとめている。 
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100V HBM 未満の敏感性を有する ESDS を取り扱う組織にとっても、RCJS-5-1 を使用することが

できる。その場合、組織は、RCJS-5-1 の表 1 で指定された幾つかの ESD 管理用アイテムの要求限

界値の修正が必要になる場合がある。また、プログラム文書に、100V HBM 未満の敏感性を有する

ESDS を取り扱っていること及び RCJS-5-1 で設定された ESD 管理用アイテムの要求限界値の変更

が要求されることを明記する必要がある。 

 

RCJS-5-1 の基礎になる基本的な ESD 管理の原則は次の通りである： 

 

A. 全ての帯電した導電体（人体、装置）から ESDS への放電を避ける。 

 

人体を含む、環境内の全ての導電体を、既知の接地、または人為的な接地（船上または航空機上

のような）に結合、または電気的に接続することにより行う。この接続は、全てのアイテムと人体

の間に等電位の平衡状態を作り出す。全てのシステムのアイテムが同電位にある限り、接地電位の

“ゼロ”電圧と異なる電位でも、静電気に対する保護は、維持することができる。 

 

B. 全ての帯電した ESDS（帯電は、直接接触もしくは分離により発生するか、または電界誘導に

より発生する）からの放電を避ける。 

 

環境において必要な絶縁体（回路ボード材料及びある種のデバイス包装に必要な絶縁体の例であ

る）は、接地に接続するだけでは、絶縁体の静電荷を取り除くことができない。イオン化システム

（イオナイザ）が、これらの必要な絶縁体の静電荷を中和するのに用いられる。作業区域における

必要な絶縁体上の静電荷により生じる ESD 損傷の評価は、リスクに釣り合った適切な対策を実施す

る必要がある。 

 

C. EPA 以外の区域では、多くの場合、上記 ESDS を管理することが不可能となる。したがって、

ESD 保護包装が必要となる。 

 

ESD からの保護は、ESDS を ESD 保護材料内へ収納することにより行う。材料の種類は、状況及

び送り先により異なる。EPA 内部では、低帯電性及び静電気拡散性材料が、十分な保護の役割を果

たす。EPA 外部では、低帯電性及び静電気放電シールド材料の使用が望ましい。この指針では、全

ての材料について記述していないが、それらの材料を使用する上での違いを認識することが重要で

ある。 

 

  


